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○
文
部
科
学
省
令
第

号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
条
及
び
第
百
四
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
学
設
置
基

準
及
び
大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
及
び
届
出
に
係
る
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
五
年

月

日

文
部
科
学
大
臣

永
岡

桂
子

大
学
設
置
基
準
及
び
大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
及
び
届
出
に
係
る
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令

（
大
学
設
置
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

１
～
３

[
略]

１
～
３

[

同
上]

４

平
成
二
十
二
年
度
以
降
に
期
間
（
令
和
十
一
年
度
ま
で
の
間
の
年
度
間
に
限

４

平
成
二
十
二
年
度
以
降
に
期
間
（
令
和
十
年
度
ま
で
の
間
の
年
度
間
に
限

る
。
）
を
付
し
て
医
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
に
係
る
収
容
定
員
を
、
七
百
二
十

る
。
）
を
付
し
て
医
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
に
係
る
収
容
定
員
を
、
七
百
二
十

人
を
超
え
て
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す

人
を
超
え
て
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県

る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県

計
画
そ
の
他
の
都
道
府
県
が
作
成
す
る
医
療
に
関
す
る
計
画
に
記
載
さ
れ
た
大
学

計
画
そ
の
他
の
都
道
府
県
が
作
成
す
る
医
療
に
関
す
る
計
画
に
記
載
さ
れ
た
大
学

の
入
学
定
員
及
び
編
入
学
定
員
の
増
加
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
収
容
定
員
の
増
加
の

の
入
学
定
員
及
び
編
入
学
定
員
の
増
加
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
収
容
定
員
の
増
加
の

み
に
よ
り
八
百
四
十
人
ま
で
の
範
囲
で
増
加
す
る
大
学
（
次
項
及
び
附
則
第
六
項

み
に
よ
り
八
百
四
十
人
ま
で
の
範
囲
で
増
加
す
る
大
学
（
次
項
及
び
附
則
第
六
項

に
お
い
て
「
医
学
部
の
収
容
定
員
を
七
百
二
十
人
を
超
え
て
増
加
す
る
大
学
」
と

に
お
い
て
「
医
学
部
の
収
容
定
員
を
七
百
二
十
人
を
超
え
て
増
加
す
る
大
学
」
と

い
う
。
）
の
基
幹
教
員
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
一
ロ
に
定
め
る
医
学
関

い
う
。
）
の
基
幹
教
員
数
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
一
ロ
に
定
め
る
医
学
関

係
の
基
幹
教
員
数
は
、
収
容
定
員
が
七
百
八
十
人
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
百
五

係
の
基
幹
教
員
数
は
、
収
容
定
員
が
七
百
八
十
人
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
百
五

十
人
、
収
容
定
員
が
八
百
四
十
人
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
百
六
十
人
と
し
、
か

十
人
、
収
容
定
員
が
八
百
四
十
人
ま
で
の
場
合
に
あ
つ
て
は
百
六
十
人
と
し
、
か

つ
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
と
し
て
、
第
十
条
の

つ
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
と
し
て
、
第
十
条
の

規
定
を
適
用
す
る
。

規
定
を
適
用
す
る
。

５
・
６

[

略]

５
・
６

[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
及
び
届
出
に
係
る
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

大
学
の
設
置
等
の
認
可
の
申
請
及
び
届
出
に
係
る
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
文
部
科
学
省
令
第

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

１
・
２

[
略]

１
・
２

[

同
上]

３

令
和
六
年
度
に
令
和
十
一
年
度
ま
で
の
期
間
を
付
し
て
私
立
の
大
学
の
学
部
の

３

令
和
五
年
度
に
令
和
十
年
度
ま
で
の
期
間
を
付
し
て
私
立
の
大
学
の
学
部
の
収

収
容
定
員
（
医
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
増
加
す
る

容
定
員
（
医
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
増
加
す
る
学

学
則
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
第
七
条
第
一
項
の
規
定

則
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
第
七
条
第
一
項
の
規
定
の

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
学
則
を
変
更
す
る
年
度
（
以
下
「
学
則
変

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
学
則
を
変
更
す
る
年
度
（
以
下
「
学
則
変
更

更
年
度
」
と
い
う
。
）
の
前
々
年
度
の
三
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
又
は

年
度
」
と
い
う
。
）
の
前
々
年
度
の
三
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
又
は
前

前
年
度
の
六
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
文
部
科
学

年
度
の
六
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
文
部
科
学
大

大
臣
が
定
め
る
期
間
内
」
と
す
る
。

臣
が
定
め
る
期
間
内
」
と
す
る
。

４

令
和
六
年
度
に
令
和
十
一
年
度
ま
で
の
期
間
を
付
し
て
私
立
の
大
学
の
学
部
の

４

令
和
五
年
度
に
令
和
十
年
度
ま
で
の
期
間
を
付
し
て
私
立
の
大
学
の
学
部
の
収

収
容
定
員
（
医
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
七
百
二
十

容
定
員
（
医
学
に
関
す
る
学
部
の
学
科
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
七
百
二
十
人

人
を
超
え
て
増
加
す
る
学
則
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
七
条

を
超
え
て
増
加
す
る
学
則
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
七
条
第

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
加
え
、
基
幹
教
員
の
氏
名
等
を
記
載
し
た
書
類

一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
加
え
、
専
任
教
員
の
氏
名
等
を
記
載
し
た
書
類
（
附

（
附
則
別
記
様
式
）
を
添
え
て
文
部
科
学
大
臣
に
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

則
別
記
様
式
）
を
添
え
て
文
部
科
学
大
臣
に
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


